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久留米市合同会社説明会・合同会社面談会 事業概要 

 
 

１．開催概要（予定） 

（１）事業内容 

    市内企業への就職を希望する大学新卒者及び一般求職者を対象に、正社員の積極

的採用を行う市内企業の合同会社説明会を開催するものです。 

 

（２）実施時期・出展企業数等 

区分 実施方法 実施時期 回数 出展企業数 

合同会社説明会 オンライン 令和４年１０月頃 １回 １５社程度 

合同会社面談会 対面式 令和４年９月～１２月頃 ６回 各回１０社程度 

 

（３）参加費  無料 

 
 

２．申込方法等 

（１）参加申込期限 令和４年７月１５日（金） 

 

（２）参加申込方法 

 ①別紙２『参加申込書』をメール又はＦＡＸでお送りください。 

 送付先 MAIL：rousei@city.kurume.lg.jp 、FAX：0942-30-9707 

 

 ②『求人票』データをメールにてお送りください。データは久留米市ホームページ上

でダウンロードいただけます。 

 検索方法 

「創業・産業・ビジネス」（紫色のバー）をクリック ⇒「雇用・労働（ジョブナビ）

をクリック ⇒「お知らせ」の一覧上の『令和４年度「合同会社説明会・面談会」の

参加企業を募集します』をクリック 

 ※一覧上に出ない場合は、『▼お知らせ一覧』をクリックしてください。 

 送付先 MAIL：rousei@city.kurume.lg.jp 

 

（３）参加企業条件 

・法に基づいた就業規則等が整備されていること。 

   ・市内に就業可能な事業所を有していること、又は本社が市内にあること。 

   ・正社員を募集していること。 

   ・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 
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（４）求人職種の制限 

    合同会社面談会につきましては、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）の規

定により、下記職種の求人は対象外となります。 

    ・港湾運送業務に就く職業 

    ・建設業務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若し

くは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務）に就く職業 

 

（５）参加企業の決定 

    申込企業の中から、業種や職種のバランス等を考慮し、久留米市雇用・就労推進

協議会事務局で調整し、連絡させていただきます。 

    なお、参加企業の決定にあたっては、ワーク・ライフ・バランス及び労働環境改善

の促進の観点から、国や県、市が実施する、雇用に関する各種顕彰・表彰等の認定・

受賞歴がある企業を優先させていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

    《雇用に関する各種顕彰・表彰の例》 

      ・久留米市雇用優良事業所表彰 

      ・福岡県子育て応援宣言企業 

・福岡県介護応援宣言企業 

      ・福岡県よかばい・かえるばい企業 

      ・くるみん認定（厚生労働省） 

      ・えるぼし認定（厚生労働省） 

      ・健康経営優良法人（経済産業省）       など 

 

３．その他 

（１）今後の連絡について 

    参加企業の調整結果や、今後のスケジュールについては久留米市雇用・就労推進

協議会事務局または受託事業者より連絡させていただきます。 

 

 

 お問い合わせ先 

久留米市雇用･就労推進協議会事務局 

（久留米市商工観光労働部労政課内） 

 担当：池田、松瀬 

 TEL：0942-30-9046、FAX：0942-30-9707 

 MAIL：rousei@city.kurume.lg.jp 


